
議
員
提
出
第
六
号
議
案

所
有
者
不
明
の
土
地
利
用
を
求
め
る
意
見
書

平
成
二
十
八
年
度
の
地
籍
調
査
に
お
い
て
、
不
動
産
登
記
簿
上
で
所
有
者
の
所
在
が
確
認
で
き
な
い
土
地

の
割
合
は
、
約
二
十
パ
ー
セ
ン
ト
に
上
る
こ
と
が
明
ら
か
に
さ
れ
た
。
ま
た
、
国
土
計
画
協
会
・
所
有
者
不

明
土
地
問
題
研
究
会
は
、
二
〇
四
〇
年
に
は
ほ
ぼ
北
海
道
の
面
積
に
相
当
す
る
（
約
七
二
〇
万
ヘ
ク
タ
ー
ル
）

所
有
者
不
明
土
地
が
発
生
す
る
と
予
想
し
て
い
る
。

現
行
の
対
応
策
に
は
、
土
地
収
用
法
に
お
け
る
不
明
裁
決
制
度
が
あ
り
、
所
有
者
の
氏
名
・
住
所
を
調
べ

て
も
分
か
ら
な
け
れ
ば
、
調
査
内
容
を
記
載
し
た
書
類
を
添
付
す
る
こ
と
で
収
用
裁
決
を
申
請
で
き
る
が
、

探
索
な
ど
手
続
に
多
大
な
時
間
と
労
力
が
必
要
と
な
っ
て
い
る
。

ま
た
、
民
法
上
の
不
在
者
財
産
管
理
制
度
も
あ
る
が
、
地
方
自
治
体
が
ど
の
よ
う
な
場
合
に
申
し
立
て
が

で
き
る
の
か
が
不
明
確
な
上
、
不
在
者
一
人
に
つ
き
管
理
人
一
人
を
選
任
す
る
た
め
、
不
在
者
が
多
数
に
上

る
と
手
続
に
多
大
な
時
間
と
労
力
が
か
か
る
。

よ
っ
て
、
政
府
に
お
か
れ
て
は
、
所
有
者
不
明
土
地
の
利
用
に
明
示
的
な
反
対
者
が
い
な
い
に
も
か
か
わ

ら
ず
、
利
用
す
る
た
め
に
多
大
な
時
間
と
コ
ス
ト
を
要
し
て
い
る
現
状
に
対
し
、
所
有
者
の
探
索
の
円
滑
化

と
所
有
者
不
明
土
地
の
利
用
促
進
を
図
る
た
め
次
の
措
置
を
講
じ
る
よ
う
強
く
求
め
る
。

一

所
有
者
不
明
土
地
の
発
生
を
予
防
す
る
仕
組
み
を
整
備
す
る
こ
と
。

二

土
地
所
有
権
の
放
棄
の
可
否
や
土
地
の
管
理
責
任
の
あ
り
方
等
、
土
地
所
有
の
あ
り
方
の
見
直
し
を
行

う
こ
と
。

三

合
理
的
な
探
索
の
範
囲
や
有
益
な
所
有
者
情
報
へ
の
ア
ク
セ
ス
な
ど
、
所
有
者
の
探
索
の
合
理
化
を
図

る
こ
と
。

四

所
有
者
不
明
土
地
の
収
用
手
続
の
合
理
化
や
円
滑
化
を
図
る
こ
と
。

五

収
用
制
度
の
対
象
と
な
ら
な
い
所
有
者
不
明
土
地
の
公
共
的
事
業
の
利
用
を
促
進
す
る
こ
と
。

右
、
地
方
自
治
法
第
九
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
意
見
書
を
提
出
す
る
。

平
成
三
十
年
三
月
二
十
九
日

大
分
県
議
会
議
長
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